
中小企業の経営の改善および地域の活性化のための取り組みの状況

当行は、さまざまな課題を抱える中小企業のお客さまに
事業の確かな見通しを立てていただく支援を行ってい
ます。すべてのお客さまに「安心」して「信頼」を寄せてい
ただける存在になることを目指し、事業内容や将来性に
基づいた融資や経営助言などを中心とする総合取引を
推進しています。

中小企業の経営改善のための取り組み
当行では、中小企業のお客さまの支援を円滑に行うため
に、金融円滑化管理態勢を整えています。具体的には、

「金融円滑化管理規程」をはじめとする関連規程を定め、
リスクマネジメント部門に「金融円滑化対応本部」を設
置しています。「金融円滑化対応本部」は、各営業部門と
連携して金融円滑化管理態勢の整備・確立を行い、定期
的に金融円滑化にかかる取り組み状況を金融円滑化担
当執行役に報告することとし、また、金融円滑化担当執
行役は必要に応じて、執行役会に報告することとしてい
ます。各営業部門は「金融円滑化対応本部」と連携してお
客さまの経営改善を支援するため、お客さまのビジネス
ステージに応じて外部機関・外部専門家などと適宜連携
する体制を構築し、お客さまの問題解決に向けて真摯に
対応しています。

地域の活性化のための取り組み
当行では地域の活性化のため、以下に取り組んでいます。
①海外進出・日本進出支援

当行は、親会社である台湾のCTBC Bankが有する海
外ネットワークを最大限に活用し、法人のお客さまの
台湾および東アジア・東南アジアなどへの海外進出や
海外での事業拡大の支援、また、外国人による日本へ
の事業投資や外国企業の日本進出・日本での事業拡大
の支援を通じた、各地域経済の活性化への取り組みを
強化しています。当行の法人金融部門には中国語・英
語を話せる行員が数多く在籍しており、お客さまへの
強固なサポート体制を整えております。2023年には、
熊本県に複数の台湾出身スタッフが常駐する「熊本オ
フィス」を新設し、2025年9月には「熊本支店」に格上
げしました。幅広い金融サービスで、台湾大手半導体
企業とともに熊本県などに進出してきた関連企業の
お客さまのさまざまなご相談にお応えしています。あ
わせて、お客さまのニーズに応じて、当行の既存の法
人のお客さまとのマッチングも行っています。

②地域金融機関との連携
当行は、全国の地域金融機関と連携し、長年培ってき
た専門的なスキームや知見を生かしたソリューショ
ンなど、当行独自のサービスを当行の拠点がない地域
にもご提供しています。一例として、各種ノンリコー
スファイナンスやプロジェクトファイナンスなどの
経験により培った高度な専門性・ノウハウを地域金融
機関などと共有しながらシンジケートローンを積極
的に推進しています。

③地域企業への支援
当行は、東京都港区にある本店、および大阪市北区の
梅田支店に法人のお客さま向け拠点を設置し、北海道
から沖縄県まで幅広い地域のお客さまのご相談にこ
れらの拠点で対応しています。地域企業支援を通じた
活性化を重点的なテーマとして、多岐にわたる資金調
達手段の中からお客さまのご要望やビジネスステー
ジに合った最適なご提案をしています。また、M&Aア
ドバイザリー、ビジネスマッチングのご提供、オー
ナーさまへの資産運用のご提案など、資金調達以外の
さまざまなニーズを総合的にサポートすることで、お
客さまの課題解決に努めています。さらにベンチャー
企業の支援を一層推進し、革新的な事業の成長を後押
しすることで地域の活性化にも貢献してまいります。

④事業承継支援
当行では事業承継ニーズにもお応えできるM&Aアド
バイザリー機能を擁する専門部署を設置し、セルサイ
ド・バイサイド双方のお客さまに対し最適なご提案を
すべく、万全な営業体制を整えています。また、お客さ
まの状況に応じた適切なアドバイスに基づく資金供
給やクロージングのサポートまでを行い、スムーズな
事業承継支援による地域貢献と活性化を目指してい
ます。事業承継時における経営者保証への対応につい
ては、個人保証に依存しないスタンスで今後も積極的
に取り組んでまいります。

■	「経営者保証に関するガイドライン」に基づく、経営
者保証に依存しない融資の促進状況＊

2025年度上期

新規に無保証で
融資した件数

（a）
新規融資件数

（b）

経営者保証に依存
しない融資の割合

（a）/（b）

381件 412件 92.48%

＊	中小企業者（中小企業基本法第2条第1項に定める定義に基づく）
に対する件数
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